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見やすく読み間違えにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。 ●日時　10 月 2 日・9 日（水）　　

　　　　午前 10 時 30 分
●内容　2 日：運動会用旗作り
　　　　9 日：ミニ運動会
　　　　その他　親子遊び、手遊び、体操、
　　　　　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象   ０歳～６歳児と保護者　

ひまわりひろば

子ども (82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども (78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館

●日時　9 月 17 日・24 日（火）
　　　　10 月 1 日・8 日・15 日（火）
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、体操、
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象   ０歳～６歳児と保護者　

子育て相談コーナーもあります。
自由来館になっていますので、
　　　　「遊びの教室」 以外でもご利用ください。

そうだ !!　木に登ろう !!!

　　　　　　 ツリークライミング ® 体験会
　　　　　　　　　　　　～木と友達になって、 空から街を見よう～

樹上の世界をまだ知らない？じゃあ、登っちゃおう！
専用のロープで、誰でもできる木登りです。
自分の力、ペースで登れるので勇気、自信、満足感が
味わえます。
ツリークライミング ® ジャパンの公認インストラク
ターが指導するので、安全です。

●開催日　　10 月 6 日（日）
●時間　　　① 10：00 ～ 11：30
　　　　　　② 12：30 ～ 14：00
　　　　　　③ 14：30 ～ 16：00（各回定員 7 名）
●場所　　　片曽根山森林公園（船引児童館隣）
●対象者　　小学生以上
●参加料　　無料
●服装　　　動きやすい服装、運動靴
●参加申込　当日会場で受け付けます。
　　　　　　（保険加入手続きのため、未成年の参加
　　　　　　者は保護者のサインをいただきます。）

問船引公民館　(82-1133
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◆開催日　　10 月 20 日（日）※雨天決行
◆会場　　　陸上競技場（スタート・ゴール）
◆規制時間　午前 9 時 20 分～ 11 時 40 分

大会当日は、コースを中心に車両通行止めなどの交通規制を行
います。
会場付近の交通混雑が予想され、近隣の皆さんには大変ご迷惑
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 田村富士ロードレース大会 
交通規制のお知らせ

問田村富士ロードレース大会実行委員会
　事務局：田村市総合体育館(82-0039

●
場
所

◆販売枚数　　510 枚（全席指定）1 人 3 枚まで購入できます
◆販売期間　　11 月 8 日（金）、9 日（土）、10 日（日）
　　　　　　　午前 8 時 30 分～午後 5 時（初日のみ午前 9 時～）
　　　　　　　※完売した時点で終了します。
◆販売窓口　　船引公民館
◆販売方法　　・購入時に市民確認のため、本人確認書類を
　　　　　　　　提示してください。（免許証、健康保険証など）
　　　　　　　・購入できる方は 18 歳以上で、本人のみ
　　　　　　　　( 代理不可 ) です。
　　　　　　　・3 歳以上はチケットが必要です。
　　　　　　　・市民の皆さんに楽しんでいただくための販売です。
　　　　　　　　転売などは固く禁止します。
◆チケット　　1,000 円 ( 身体障がい者割引制度は使えません。)

問市文化センター　(82-5030

　杉山清貴＆沢田知可子
　　　アコースティックコンサート

令和元年度田村市文化センター自主文化事業

ライブの感動をあなたに！！
市民の皆さんに“より身近な場所で本物にふれ、生の歌声を聴いてほしい”ため、
一般販売に先駆け、3 日間限定で市民向けにチケットを先行販売します。

令和 2 年 2 月 16 日（日）日時
開場 15 時 30 分 ／開演 16 時

市文化センター場所

遊びの教室

市民先行販売

一般販売
◆販売開始　　11 月 15 日（金）　午前 8 時 30 分～
◆販売枚数　　252 枚（全席指定）1 人 4 枚まで購入できます
◆販売窓口　　船引公民館、チケットぴあ、ローソンチケット
◆チケット　　2,000 円（身体障がい者割引制度があります。）
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主な問い合わせ先

●滝根行政局　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710
●大越行政局　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮 62 番地 1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2953
●都路行政局　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844
●常葉行政局　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

休日・延長窓口の開設案内

●取扱業務…各種証明書の発行のみ
【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

【延長窓口】
●開設日…毎週木曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～ 6 時 30 分

※時間外の緊急時連絡先  (81-1220

●田村市役所
　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　　81-2522FAX

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

暮らしの情報案内板
田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/

●問い合わせ先は問　●申し込み先は申  　●市への申込・書類提出について明記していないものは、期間中の
　土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

市の募集・申請に関する
各記事の共通事項

暮らしの税情報

今月の納期限【 9 月 30 日（月） 】
●国民健康保険税…3 期
●後期高齢者医療保険料…2 期分
問 市民部 市民課(82-1112

10 月 1 日から 7 日は
「公証週間」です

相
談

遺産相続、任意後見契約、金銭賃借、
不動産賃借、離婚に際しての慰謝料、
養育費などの問題は、後々にもめご
とを引き起こしがちです。
そんなとき遺言や当事者間の取り決
めを公正証書にしておけば、トラブ
ルを防止し、権利や財産を守ること
ができます。相談は無料です。お気
軽にご相談ください。
問郡山公証人合同役場
　(024-922-5888

要介護・要支援認定期間が切れる方
で、引き続き介護保険サービスの利
用を希望される場合は、更新申請が
必要です。更新申請は、認定有効期
間終了日の 60 日前から下記の窓口
で手続きができます。
なお、更新申請は居宅介護支援事業
所や介護保険施設でも代行できま
す。詳しくは各事業所に直接お問い
合わせください。
●申請窓口　高齢福祉課、各行政局
市民課、各出張所
問保健福祉部 高齢福祉課
(82-1115

要介護・要支援認定の
更新申請

更
新

法務局では、地域住民の方から日常
生活でのさまざまな心配ごとや困り
ごとの相談に応じます。（要予約）
相談は無料で、秘密は厳守します。
●日時　10 月 6 日（日）
　　　　午前 10 時～午後 4 時
●会場　福島地方法務局
   　　　( 福島市霞町１番４６号 )
●相談内容　登記の手続、土地の境
界問題、遺産相続、家庭問題、虐待・
いじめ問題、人権問題など
●相談員　法務局職員、公証人、司法
書士、土地家屋調査士、人権擁護委員
問福島地方法務局 総務課　
(024-534-1941

「全国一斉！法務局休日
相談所」開設

相
談

年金生活者支援給付金制
度がはじまります

案
内

年金生活者支援給付金は、公的年金
等の収入や所得額が一定基準額以下
の、年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給される
ものです。なお、給付金の受け取り
には請求書の提出が必要です。
●対象　下記の要件を満たしている
必要があります。
▶老齢基礎年金を受給している方
・65 歳以上
・世帯員全員の市町村民税が非課税
・年金収入額とその他所得額の合計
　が 879,300 円以下
▶障害基礎年金・遺族基礎年金を受
　給している方
・前年の所得額が 4,621,000 円以
　下（扶養の状況により変わります）
●請求手続き
▶平成 31 年 4 月 1 日以前から年
　金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構か
ら請求手続きのご案内が 9 月上旬
から順次届きます。同封のはがきに
記入し、提出してください。
▶平成 31 年 4 月 2 日以降に年金
　を受給し始めた方
年金の請求手続きの際に、併せて給
付金の請求手続きをしてください。
●不審な電話にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、口
座番号を聞いたり、手数料などの金
銭を求めることはありません。
問給付金専用ダイヤル
(0570-05-4092（ナビダイヤル）

その痛み、あきらめていませんか？
　～腰痛・膝痛の原因と予防法について～
　「腰痛・膝痛の原因と予防法」をテーマに講演会を開催します。
　この機会に、自分の痛みの原因を知り、対処法を見つけてみませんか？
　健康チェックコーナー・栄養コーナーもあります。
　どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

●日時　10 月 3 日（木）　　●場所　船引保健センター
●内容
　【健康コーナー】　午後 1 時 30 分～ 2 時 20 分　　
　　①健康チェックコーナー（骨密度測定、足指力測定）
　　②栄養コーナー（試食）
　　③展示コーナー（健康に関する模型等の展示）
　【講演会】　午後 2 時 30 分～ 4 時　※講演会のみの参加可能
　　★テーマ　「腰痛・膝痛の原因と予防法」
　　★講師　福島県立医科大学整形外科学講座　助教　半田　隼一 氏
●申込方法　9 月 30 日（月）までに下記へ電話でお申し込みください。
問・申保健福祉部 保健課(81-2271

参加
  無料

先着順！

測 　
定

食品の放射性物質測定
のお知らせ

7 月中に、市内において産出された
自家用野菜や自然採取された食品の
測定結果は、測定件数 188 件のう
ち、放射性物質が検出されたものは
2 件ありましたが、基準値を超えた
ものはありませんでした。食べ物や
飲み水の放射性物質測定は通年受け
付けていますので、お気軽にお申し
込みください。
●受付時間　
　午前９時～午後５時 ※平日のみ
●受付場所　市役所、各行政局、
　各出張所
●申込方法　お近くの測定受付窓口
　へお持ちください。
●測定費用　無料
●測定対象　自宅などで収穫された
　自家用の野菜、山菜やきのこなど、
　飲料に供する引き水や井戸水
●留意点
　・測定品は 500 ｇ必要です。
　　（水は１ℓ以上）
　・土や泥を洗い流し、ビニール　
　　袋に入れてお持ちください。
●結果通知　検査結果は測定品の　
　返却時に直接お渡しするか、郵送
　でお送りします。
問・申産業部 農林課  (81-2511
各行政局市民課、各出張所
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11 月 10 日執行予定の福島県議会議員一般選挙の期日前投票所と当日投票所の投
票立会人を募集します。
●応募資格　・満 18 歳以上で選挙権を有している方
　　　　　　・明るい選挙の推進に理解のある方
●仕事内容　投票所において、投票が正しく行われているかの確認
●立会場所と募集人数

開設場所 開設期間・立会時間 報酬額 募集人数

期日前
投票所

市役所 11 月 1 日（金）～ 9 日（土）
午前 8 時 30 分～午後 8 時

日額　9,600 円
（旅費、昼食代含む）

1 日あたり
各投票所

2 人
各行政局

（４カ所）
11 月 4 日（月）～ 9 日（土）
午前 8 時 30 分～午後 7 時

各出張所
（7 カ所）

11 月 6 日（水）～ 9 日（土）
午前 8 時 30 分～午後 5 時

当日
投票所

市内 22
投票所

11 月 10 日（日）
午前 7 時～午後 6 時

日額　10,900 円
（旅費、昼食代含む）

各投票所
2 人

●申込期限　10 月 4 日（金）まで
●申込方法　市選挙管理委員会事務局へ電話、または直接お申し込みください。
●その他　　・７月に執行した参議院議員通常選挙の際に登録された方は、別途
　　　　　　　確認します。応募の必要はありません。
　　　　　　・応募者多数の場合は、ご希望に添えない場合もあります。
　　　　　　・無投票となった場合は、投票立会いはありません。
問・申市選挙管理委員会事務局(82-1113

投票立会人をしてみませんか？
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うつ病の方を支える
家族教室のお知らせ

案
内

うつ病に関することや本人との接し
方について学び、ご家族自身が元気
を取り戻していただくことを目指し
て開催します。
●日時　
10 月 24 日（木）午後 1 時半～ 4 時
12 月 5 日（木）午後 1 時半～ 4 時
2 月 27 日（木）午後 1 時半～ 3 時半
●会場　県中保健福祉事務所
●対象　うつ病と診断された方の
　　　　ご家族
●参加費   無料（事前申込要）
問県中保健福祉事務所 障がい者
支援チーム　(0248-75-7811

「滝根町星の村文化まつり」
一般作品展参加者の募集

募
集

●開催日
　10 月 26 日（土）・27 日（日）
●会場　天地人大学・滝根保健センター
●対象　滝根町内にお住まい、また
　はお勤めの方
　※絵画・制作物など、一人 3 点まで
●申込期限　10 月 4 日（金）まで
●その他　申込方法など詳しくは、
　お問い合わせください。
問滝根公民館　(78-2001

現在お持ちの国民健康保険被保険者
証は有効期限が 9 月 30 日です。
10 月 1 日からの新しい被保険者証
は９月下旬に簡易書留で郵送します。
問市民部 市民課　(82-1112

国民健康保険被保険者証
の一斉更新

更
新

行政相談は、行政（国・県・市町村）
の仕事に関して、分からないこと、
要望したいことなどについて相談に
応じ、解決をお手伝いするものです。
毎月行政相談委員による相談所を開
設しています。日程などの詳細は、
たむら市政だよりをご確認ください。

【10 月の相談日】
8 日（火） 　常葉行政局
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
問総務部 総務課　(81-2111

10 月 7 日～ 13 日は
「行政相談週間」です

相
談


